
【別添１】

本　　庁 地方機関 受注者

※様式第１号

※様式第２号

※様式第３号

瑕疵担保に伴う修補・資格停止の事務処理フロー
※建設工事請負契約書第44条及び設計業務等委託契約書第40条の規定に基づく請求

瑕疵の発見

受注者へ報告書の かしが生じた経緯、今後の

修補請求

修補計画書の提出

発注者に応

検 査

Yes

No

【瑕疵担保期間】

・建設工事：引渡しから２年

・測量等業務：引渡しから３年
※ただし、受注者の故意又は重大な過失により
生じた場合は何れも１０年

【別途対応を協議】

※発注者に過失がると判断さ

事業担当課へ報告

修補通知の受理

修補につい NoYes

修補計画を承諾

修補の実施

完了届提出

業務改善計画書提出検査完了事業担当課へ報告

業務改善計画受理

説明請求に対する回答

説明請求

修補等の請No

Yes

※１ 必要に応じて行政監察監に検査を依頼

※２ 他者が施工（履行）した工事目的物（測量等業務青果

物）を損害賠償請求に基づき手直しする部分を含む。

【別途対応を協議】

※発注者に過失がると判断さ



【別添２】

地方機関 本　　庁 受注者

瑕疵担保に伴う損害賠償の事務処理フロー（発注者に過失がある場合）

かしの内容を

和解契約締結

協議
協議文書受理

受発注者双方から

対応方針検討

受注者へ和解案を提示

和解案を議会に付議

【記載事項】

①損害賠償額

②請求理由

提示案に承

議会議決

和解契約締結

Yes

No

第三者介入による和解

建設設工事紛争審査会・訴訟によ

る【あっせん】【調停】【仲裁】

修補等（修補・損害賠償）の請求方法は、事案により対応が異なる（受注者に

修補請求を行うケースもあれば、別途修補工事を発注し、原因者に対し損害賠

償請求するケースもある）ため、修補等の請求時期及び請求方法については、

案件ごとで適宜対応を判断する。

当事者以外の者が、以下の事項を

とりまとめ報告

【報告事項】

①かしの内容

②発注者側の過失

③受注者側の過失


